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平成 27 年度海外種苗需要・流通実態調査委託事業報告書 

 

1. はじめに 

 本事業は、農林水産省が行った公募による委託事業「平成 27年度海外種苗需要・流通実態調

査委託事業」を（公社）農林水産・食品産業技術振興協会が受託して実施した事業の経過及び結

果をまとめたものである。 

  

2. 事業の背景及び目的 

 近年、アセアン諸国及びインドにおいては、経済の発展に伴い高品質な農産物の需要が増加し

ている。これらの国々に対しては、日本の高品質な農産物のみならず、その種苗についても輸出

の増加が期待されているところである。 

 特にベトナムは、近年、従来の固定品種から高品質な F1品種に生産を切り替える生産者が多

く、F1品種の需要が急激に増加していると考えられている。我が国は野菜等の F1品種に強み

を持っており、種苗業者からも輸出先としてベトナムに期待するという意見が多い。 

 このため、本事業においては、我が国の種苗業者がベトナムに野菜の種苗等を輸出するために

有益となる情報、すなわち現地における野菜種苗の生産・流通体制、野菜の需給状況や要求され

る品質等の総合的な調査を実施し、輸出促進のために必要な情報基盤を整備することとする。 

  

3. 委託事業推進の実施方針 

(1)     国内調査の実施 

本委託事業の実施に当たっては、委託元と協議の上、(一社)日本種苗協会の協力を得て、

国内の種苗会社等のニーズ調査を実施し、必要とされる詳細項目を設定した上で、効果的・

効率的な現地調査計画を作成する。 

 

(2)    ベトナムにおける現地調査 

現地調査は、(一社)日本種苗協会の協力を得て、種苗会社の海外事業関係の野菜専門家、

現地の JICA プロジェクト経験者で野菜関係の規制や制度に詳しい専門家及び当協会の職員

の 3名体制とし、また、農業農村開発省作物生産局植物品種保護室の次長に現地調整を依頼

して実施する。なお、野菜の生産地調査等も行うことから、ベトナム語・日本語の通訳を傭

上する。 

 

(3)    検討委員会の設置と運営 

事業目的に照らし、本事業を戦略的に展開するため、外部の専門の委員を含む検討委員会を

設置し、平成 27年 7月及び平成 28年 2月に 2回の委員会を開催する。 

 

4. 事業の経過及び結果 

(1)  国内調査 

 ベトナムの現地調査項目等を作成するため、(一社)日本種苗協会の国際委員会の構成員で

ある 13社に、ベトナムの野菜に関するアンケート調査（別添資料１）を実施し、10社か

ら回答があり、その結果を取りまとめた（別添資料２）。この国際委員会の構成員で、野菜

種苗の海外展開の 90%以上のシェアを占める。 

 種苗の輸出市場としてベトナムに期待しているかについては、期待しているが 100%で、
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内、すでに種苗の輸出を行っているが 60%、輸出を検討しているが 20％となっている。期

待している理由については、全社が、需要が期待されると回答しており、内、90%がベト

ナムの気候に適した品種があると回答している。また、40%がベトナムの嗜好に適した品

種があると回答している。ベトナムに対して具体的にどのような事業展開をしているかま

たは検討しているかについては、100％が種苗の輸出と回答しており、その他 40％が現地

代理店の設置、20％が採種の委託、10%が現地支社の設置と回答している。ベトナムにど

のような野菜種子を輸出しているかまたは輸出したいかについては、果菜類（キュウリ、

トマト、カボチャ、メロン、スイカ）70％、葉菜類（キャベツ、ハクサイ、レタス、）

70％、根菜類（ニンジン、ダイコン等）60％、その他（枝豆等）20％と、幅広い種類に及

んでいる。ベトナムに種苗を輸出する上での障害については、40％が種苗の価格が安い、

30％が信頼できる代理店がない等の回答があり、また、輸入許可書の申請が英語でできな

いという回答も 20％あった。ベトナムで事業展開するに当たって重視するデータについて

は、主要野菜の種類、生産量、産地が 75%、産地の気候データが 50％、市場における野菜

種子の販売量及び販売価格が 50%と高かった。 

 

 これらのデータの要望については、加工用野菜の産地である中部高原の調査ができなか

ったこと、統計資料がないこと等から一部のデータの不足はあるが、ほぼ、現地調査で収

集できたものと考える。 

 

(2) 海外調査 

ベトナムの野菜種苗に関し、以下の調査を実施した。 

ア 調査概要 

① 日時 平成 27 年 10月 4日（日）から 10 月 11日（日）まで 8日間 

   （現地は 10月 5日（月）から 10 月 10日（土）まで） 

② 調査団の構成 

【調査員】 

水野 忠雄 元農林水産省 種苗課 種苗審査室 総括審査官 

元 JICA 専門家（ベトナム植物品種保護制度） 

柏木 雅紀 タキイ種苗株式会社 海外営業部 第二課 課長 

石川 君子 (公社)農林水産・食品産業技術振興協会 主任調査役 

 

【現地コーディネーター・通訳】 

Dr. Nguyen Thanh Minh: Deputy Director, Plant Variety Protection Office 

（Dr. グェン タン ミン 農業農村開発省作物生産局植物品種保護室次長（2015.12.1 付で

室長））          

Ms. Tran Thi Thu Trang（通訳）: J ICA Project Assistant/ Interpreter 

（Ms. チャン チ ツー チャン JICA プロジェクトアシスタント）  

  

③ 調査スケジュール 

 10 月 5日(月) ホーチミン市 

(a) 08:30-09:30 植物品種試験センター南部事務所（National Center for Plant Variety 

Testing: 135A Pasteur District. HCM City） 
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(b) 10:00-11:30 サウザンシード社（Southern Seed Company: 302 Le Van Sy, Tan Binh 

District, HCM City） 

(c) 13:30-15:30 チャンノンシード社（Trang nong Seed Company : 2E Le Quang Sung. P2, 

District 6. HCM City） 

(d) 21:00-22:30 ディンディエン卸売市場（Dinh Dien wholesale market, HCM City） 

  

 10 月 6日（火）ホーチミン市 

(e) 9:00～11:30 イーストウエストシード社（East West Seed Ltd. : No1 visip ii-a Street 

14, Vietnam Singapore Industrial Zone ii-a, Tan Uyen, Binh Duong） 

(f) 13:30～17:00 ビンズン県（Binh Duong Province）の野菜生産農家 

      

 10 月 7日(水)  ホーチミン市  

(g) 10:00～12:00 植物品種試験センター ブンタウDUS 試験農場 

（DUS Test Station : Baria Vung Tau） 

(h) 14:30～17:00 ビノシード社（VINO Seed Company : 62A Road 763, Commune 1 Xuan 

Bac, Xuan Loc, Dong Nai） 

 

 10 月 8日(木) ハノイ 

(i) 9:30～10:30 野菜・果樹研究所（FAVRI）（Fruits and Vegetable Research Institute：

Trau Quy, Gia Lam, Ha noi） 

(j) 10:10～12:00 植物品種試験センター バンラムDUS 試験農場 

（Van Lam DUS Test station (Rice DUS Test) ：Van Lam-Hung Yen） 

(k) 15:00～16:00 農業農村開発省科学技術局 

（Dept. of Science and Technology, MARD：Ngoc Ha, Ba Dinh, Ha noi） 

(l) 16:00～17:00 農業農村開発省計画局（Dept. of Planning, MARD：Ngoc Ha, Ba Dinh, 

Ha noi） 

     

 10 月 9日(金) ハノイ 

(m) 8:30～9:30 植物品種試験センター本部（National Center for Plant Variety Testing：6 

Nguyen Cong Tru, Ha noi) 

(n) 10:10～12:00 ベトナム種苗協会（Vietnam Seed Trade Association :Ngoc Ha, Ba Dinh, 

Ha noi） 

(o) 13:30～14:30 税関（Custom Office：E3 Duong Dinh Nghe Str., Cau） 

(p) 15:00～17:00 植物品種試験センター トリアムDUS 試験農場（畑作物） 

（Tu Liem Station-upland Crop Station：Giay, Ha noi） 

     

 10 月 10日(土) ハノイ 

(q) 10:00～12:00 ナショナルシード社（Vietnam National Seed Joint Stock Company：

No1 Luong Dinh Cua, Phuong Mai Dong Da, Hanoi） 

(r) 14:00～16:00 ビンフック県農業農村開発局（Vinh Phuc DARD：Vinh Phuc Province） 

(s) 16:00～18:00 野菜苗生産販売会社タンノン社（Tan Nong Company：Vin Phuc Province） 
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イ 調査結果 

① ベトナム農業の概要      

 

    （出典：サウザンシード社プレゼン資料） 

 ベトナムの国土面積は、3,310 万 haで、日本の約 87.8％の広さで、耕地面積は、1,050

万 haで国土の約 32％である。国民一人あたりの GDP（USドル）は、2,233 ドル（日本

は、38,528ドル）、農家の１戸当たりの耕地面積は、0.38ha と狭小である。農業地帯は、

北部のハノイ周辺の紅河デルタ、西部高地のダラットを含むラムドン県、南部のメコンデ

ルタに集中している。特に、これら 2つのデルタ地帯で、耕地の 81％を占めている。 

     

    （出典：サウザンシード社資料「主要農作物の生産面積及び収量」）  

 2014年の主要農作物の生産量は、上記の表のとおりで、耕地面積では、イネが 60.5%、

トウモロコシ（飼料用）が 9.3％、果樹が 6.5％で、野菜は 6.8％となっている。野菜の生産

量は、15,419,000 トンで、2004年の生産量 8,855,000 トン（2006年農畜産振興機構調査報

告）に比べ、この 10年間で 1.7倍に増加している。  
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      注：波線で囲んだ部分は、主な野菜の主要生産地域である。 

  

② ベトナムの農産物の輸出状況 

 ベトナムの農産物の輸出は、2006年の WTO 加盟以降急激に伸びている。2006 年の主

要農作物の輸出金額が 83億ドルであったものが、2014 年には 308.6 億ドルと約 3.7倍に

増加している。野菜（キャベツ、カボチャ、スイカ）及び果物（バナナ、ライチ、リュウ

ガン、マンゴー）の輸出は、2006年の 3億ドルから 2014 年には 14.7 億ドルと、4.9倍に

増加しており、これには、加工野菜も含まれる。一方で、飼料用トウモロコシは、年間

450 万トン、10 億ドルを輸入している。ただし、税関での聴き取り調査によると、中国と

の輸出入は、トラックでの国境貿易であることから、税関が把握できていないものが多

く、実態は、統計の数字よりかなり多いのではないかとのことであった。 

 野菜・果物の輸出の著しい増加は、政府が、野菜・果物輸出額を2015年までに10億ドル

に増加させる輸出促進政策をとったことによる影響が大きい。今回訪問したベトナムの農

業産地として有名な紅河デルタに属するビンフック県の農業農村開発局(DARD：District 

Agriculture Rural Development)は、中国への野菜輸出促進を図るため、日持ちのしない

葉菜類から果菜類へ作物転換を促し、特にカボチャ、キュウリ、ハヤトウリ等の作付けを

増加させ、中国への野菜輸出を促進させている。中国以外では、同国はロシアなど社会主

義国との結び付きが強く、ロシア及び東欧諸国は輸出市場の１つとなっている。ロシアは

ウクライナ問題でEUから経済制裁を受けていることから、野菜・果実のロシアへの輸出が

今後伸びる可能性は高い。 

 輸出をさらに促進するためには、Good Agricultural Practice (GAP)による生産工程管理
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による認証制度は不可欠であり、すでに同国にはベトナム版のViet GAPと呼ばれるものが

ある。しかしながら、現時点では本制度の基準を満たすことは非常に難しく、この認証を

取得した生産者はほとんどいないのが現状である。ベトナムの種苗会社関係者からは「同

国の栽培レベルを考慮したややハードルを下げた基準を設け、徐々に基準をあげていく必

要性がある」と言われている。なお、JICAプロジェクトで、「ベーシックGAP」という基

準を作り、現在、推奨しているとのことである。 

   

    （出典：サウザンシード社プレゼン資料） 

 

③ ベトナムの種子市場 

(a) ベトナムの種子市場の規模 

 2014年のベトナムの種子マーケットの規模は、以下のように推計される。野菜は、生

産面積 881,200ha、種子需要量 12,000トン、種子市場の規模は 8,000 万ドルと推計され

る。野菜の種子需要量については 2012年の 8,000 トンから 2年で 1.5倍に増大してい

る。 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：サウザンシード

社プレゼン資料）  
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最近、海外の種苗会社がベトナムの種苗会社を買収する動きがある。また、フランスや韓

国の会社が参入しているとのこと。   

 

 ベトナムには、全国に 63 の県があり、農業及び林業関係の種苗販売組織が 415 ある。

その内訳は、種苗会社が 243、種苗センターが 76、その他が 96であるが、その大部分

は、イネ及びトウモロコシの生産販売である。 

  

 野菜種子の供給は、主に民間の種苗会社により行われている。国内育成品種は少なく、

果菜類については、Vietnam National Seed Joint Stock Company (P. 24 に現地調査内容

を記載)、Southern Seed Corporation (同 P. 25)及びViet Nong Limited Company (同P. 

33)により育種が行われているものの、ベトナム市場でのシェアは低く、同国の果菜類の市

場は、隣国タイの種苗会社の品種が押さえている。一方、ブロッコリー、キャベツ、カリ

フラワー、ハクサイなどの葉菜類は、日本の種苗メーカーの品種が多く使われ、カラシ

ナ、サイシン、ツルムラサキ等のベトナム人が好む葉物野菜は、中国や香港の種苗会社に

よる販売に加え、Trang nong Seed Company (同P. 31)等の海外種子を販売する販売代理

店が自社で選抜した品種を販売している。 

  

(b) 種苗会社 

243 の種苗会社には、株式会社、有限会社、国営企業、大学・研究所の付属企業、海外

企業、その他の民間企業が含まれる。元々が国営企業であった会社が 80あり、大部分は、

政府と関係が無くなったが、政府が数十％の株式を持っている会社がいくつかある。有限

会社は、全国に 81あり、その 2／3は南部にある。会社の規模は、ほとんどが零細企業で

あり、種苗と資材を販売しており、種苗の生産と販売の両方をしている会社は非常に少な

い。大学・研究所の付属企業は、大学・研究所が開発した製品の生産・販売を行ってい

る。大学は、品種開発及び営業をする研究所を設立し、いくつかの研究所には品種の販売

や技術指導を行うサービスセンターができている。 

 植物品種の分野に投資する外国企業は非常に少ない。海外企業の駐在員事務所まで含め

て、11社である。 

 その他の民間企業は 30社あり、種子を生産・販売する農場や協同組合で小規模である。 

 

(c) 種苗センター 

 種苗センターは、種子の増殖・調整・販売等を行う組織であり、76 の種苗センターに

は、企業の種苗センター、大学・研究所の種苗センター及び県の種苗センターがある。大

学・研究所の種苗センターの内、ベトナム農業科学院のイネ研究所には、農業・技術普及

センターがあり、技術指導も実施しており、その他は、種苗の販売をしている。県の種苗

センターは、32 ある。 

 

(d) その他の組織 

 その他の組織は、森林樹の種苗生産組織、協同組合、プロジェクトの管理部、農家など

がある。果樹や工芸作物の種苗の 50%は、彼らが種苗を生産し自らの農場で使用してい

る。  
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④ 野菜関係の政府等機関と主要な政策 

  野菜の政策に関係する政府機関としては以下のものがある。 

(a) 農業・農村開発省計画局（DARD：Department of Planning, Ministry of Agriculture 

and Rural Development） 

野菜に関する振興計画の作成及び推進を所管しており、 

 2013－2014年の野菜開発計画では、トマト、キュウリ及びスイカの種子は国内生

産をめざし、ニンジン、キャベツ及びタマネギ種子は輸入するという方針を出し

た。 

 2014－2015年には、作物生産局が安全野菜生産地域の選定を行い、ハノイ及びホ

ーチミンでモデルプロジェクトを実施した。 

 2013－2020年の野菜振興計画では、全ての野菜を対象に、2020 年までに野菜の

生産面積を 100万 haにする方針を出した。これに沿って作物生産局が地域を選定

して、モデルプロジェクトを実施する。 

 

 モデルプロジェクトで日本の品種を使ってもらう方法について聞いたところ、アプロ

ーチの方法はいくつかあり、 

 作物生産局が全国の県の農業担当者を集めて会議をするので、そこでプロジェクト

を実施する県の農業担当者に提案する。 

 ベトナムの種苗会社を通じて関係県の農業担当者に提案する  

 モデルプロジェクトを実施する大手不動産会社、ビンコム社に直接提案するといっ

たアプローチがあるのではないかとのことであった。 

 

 安全以外の政策として計画局は、大規模化を考えており、個々人での生産から、大規模

に安全な作物を供給するという大規模生産管理にシフトしていく方針とのこと。政府の

生産農場の規模はまだ決めていないが、2015年末までには決めたいとのことで、それ以

外に、地方政府でもプロジェクトを実施するとのことである。 

 

 計画局は、遺伝資源の利用についても所管しており、ベトナムと日本の品種を使って新

品種を育成し、ベトナムで販売する場合、何らかの規制があるかと聞いたところ、一般的

には、育種材料を提供した両者の契約が必要なだけであるとのこと。なお、ローカル品種

などで、リスト（非公開）に載っている種類については、生物多様性条約に沿った手続き

が必要になる。病害抵抗性遺伝子については、当事者同士の契約でよいとのこと。 

 

 日本の種苗業者がベトナムの試験研究機関と共同研究プロジェクトを立ち上げたい場

合の進め方については、JICA プロジェクトと同様、計画投資省に申請するとのことであ

った。  

 

(b) 農業・農村開発省科学技術局（Department of Science and Technology, MARD）  

 ここは、野菜種子に関する管理基準の作成を担当している。野菜関係の基準として

は、以下の 2 つがある。 

 野菜種子生産管理基準 

 土壌条件、純度、異株混入率などが定められている。種子販売時に販売者が自
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主的に種子の包装に表示するための基準（TCVN：TIEU CHUAN QUOC 

GIA(別添資料 3)）で、種子の購入者から、表示基準を下回っている等のクレーム

があった場合は、独法（植物品種試験センター）の種苗検査官が検査する。場合

によっては、各県の種苗センターの種苗検査官が同行することもある。 

 

 野菜生産管理基準 

 茶、生野菜など、食用の生産物の品質基準で、県の農業・農村開発局

（DARD）が検査する。 

 

 その他の情報として、2016 年に規定の改正を予定しているとのこと。TCVN について

の変更はないが、種子の販売業者の条件が新たに規定されるかもしれないとのこと。種苗

業者の届け出は変わらないが、2014年に投資法ができ、工場や企業の条件が規定された

が、さらに投資の促進を図るため、手続きの簡略化など、投資法の改正が予定されており、

その関連であるとのこと。 

 

 科学技術局は種苗の販売に際し、登録が必要なナショナルリストの対象植物の指定も

所掌している。現在の対象植物種は、イネ、トウモロコシ（飼料用）、ダイズ、ラッカセ

イ及びバレイショであり、野菜は指定されていない。 

 対象植物に指定されていない場合であっても、企業からの要請により、ベトナムにおけ

る品種の適応性を調査するため、VCU（Value for Cultivation and Use (農業上の有用性

調査)）試験を有料で実施している。独立行政法人の植物品種試験センターの全国の農場

のうち、4、5 か所の農場でそれぞれの地域での適応性を調査することが可能である。植

物品種試験センター南部事務所の試験農場では、日本の種苗会社のソルガムのVCU 試験

を実施していた。ソルガムはナショナルリストの対象植物ではなく、ベトナムにおける栽

培特性の調査と、公的な試験データを得るため、出願者が依頼したとのことである。この

仕組みは、日本の種苗会社が、野菜品種の現地適応性を調査する一つの方法として利用可

能である。現地に足掛かりのない日本の種苗会社が、野菜品種を県の種子センターや農家

に売り込む場合に、現地での公的なデータとして使えるとのことである。 

 

(c) 農業・農村開発省作物生産局植物品種保護室（Plant Variety Protection Office, 

Department of Crop Production, MARD） 

 植物品種保護制度の運営を所管しており、UPOV 条約（植物新品種保護国際条約）

のベトナムの当局である。なお、新品種の登録のための DUS試験は、独立行政法人の

植物品種試験センターで実施される。植物品種保護制度の運営状況については（別添資

料４）のとおりである。 

 なお、ベトナムは、2016 年 12月にUPOV 加盟 10 周年を迎えるが、それを機に法

律及び規則の改正を準備しているとのことで、英文での出願の受理、電子出願、保護対

象植物をすべての種類に拡大、罰則の強化の他、出願者の負担の軽減を図り、出願を促

進することを考えているとのことである。改正の内容については、まだ公表されていな

いので、詳細は不明である。 

  

(d) 独立行政法人植物品種試験センター(National Center for Plant Variety Testing) 
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 日本の(独)種苗管理センターとほぼ同様の業務を行う組織である。品種保護制度の

DUS 試験、ナショナルリスト制度のVCU 試験及び種子検査を所管している。日本と

大きく違う点は、日本にはないナショナルリスト制度のVCU 試験を実施していること

である。また、同センターでは、植物品種保護室と協力して、種苗会社の種子検査担当

者の研修や、種苗会社や大学等の育成者を対象に、植物品種保護(PVP)に関する研修会

も実施している。 

 

 植物品種試験センター本部（ハノイ）を訪問し、副所長のNguyen Tien Phong 氏

及び試験課次長 Ms. Nguyen Thi Mai Ha 氏から聴き取りを行った。 

     

 

i. 品種保護制度 

 PVP の出願の仕方は、まず、出願は、農業・農村開発省の作物生産局の PVP 室

（Minh 氏が Director）に行き、申請書を提出し、出願料を支払う。その後、センター

に行き、DUS栽培試験の依頼書と、品種特性説明書を提出し、栽培試験料の半額を支

払う。栽培試験は、2回（2 作）実施され、報告書が作成される。2回の報告書ができ

た時点で、残りの半額を支払うとのこと。出願料は、以下のとおり。 

 

品種保護関係料金（2011年、財政省の省令180号） 

No. 内容 単位 

金額 

(1.000 VND) 

1 出願料 １回 2.000 

2 出願者からの依頼による再度出願書類審査 １回 1.000 

3 DUS 試験費   

 一年生植物 01 品種 11.000 

 生育期間の短い植物  8.300 

 多年生植物  24.000 

 現地調査の場合、試験費は１／２   

4 登録料   

 １年目～３年目 （毎年） 3.000 
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No. 内容 単位 

金額 

(1.000 VND) 

 ４年目～６年目  5.000 

 ７年目～９年目  7.000 

 １０年目～１５年目  10.000 

 １６年目以降  20.000 

(平成 28年 3月 8日時点：1,000 VND = 約 5円 ) 

 

出願者がDUS試験を実施する場合は、DUS試験料は半額になる。料金及び出願書の詳細に

ついては、以下参照。 

http://pvpo.mard.gov.vn/DetailInfomation.aspx?InfomationID=IN00000397 

  

 代理人は必須要件にはなっておらず、ベトナム語で書いてあれば直接出願が可能。 

 なお、現在、英語での出願及びオンライン出願の準備中であるとのこと。ベトナムは、

2016 年度にベトナム知的財産法「第 IV 部 植物品種に係る権利」内「第 XⅡ章 植物品

種の保護に係る条件」及び種子規則の改正を検討しており、いずれも、出願者の負担を減

らす方向であるとのこと。 

    

ii. ナショナルリスト制度 

 ベトナムには、主要農作物の種子の流通を規制するナショナルリスト制度があり、

イネ、トウモロコシ、ダイズ、ラッカセイ及びバレイショの種子を販売する場合に

は、ナショナルリストへの登録が義務付けられており、国内の複数の農場で栽培試験

を実施し、農業上の有用性が認められた場合は、リストに登録され、販売が認められ

る。野菜は対象になっていない。 

 

VCU テストの料金 

 永年性植物：１品種／1か所あたり  15.000.000VND 

 一年生植物：１品種／１か所あたり   2.200.000VND 

 生育期間の短い植物：１品種／１か所あたり    850.000VND 

 

 植物品種試験センター（Natinal Center for Plant Variety Testing）ホーチミン事務所

訪問。Nguyen Quoc Ly 所長より聴き取り。 

http://pvpo.mard.gov.vn/DetailInfomation.aspx?InfomationID=IN00000397
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  同センターの所掌業務は以下のとおり 

i. 品種登録のための DUS（区別性、均一性及び安定性）試験の実施 

      

ii. ナショナルリスト登録のための品質調査（VCU：Value for Cultivation and Use） 

 

iii. 種子検査 

 種子検査は、野菜種子生産管理基準に基づき、発芽率、含水量、純潔度、病害及び

種子処理（treaty）について検査が行われているが、対象はイネ及びトウモロコシに

限られている。野菜は国の規制から除外されており、種苗会社の自主規制になって

いる。同センターでは、種苗会社からの依頼検査も受けており、年間 400 点ほどの

検査を実施しており、ほとんどがイネ及びトウモロコシである。国の種苗検査官（同

センターの職員）によるマーケットでの証明種子の抜き取り調査も実施している。

年間 2,500 点程度で、ほとんどがイネ及びトウモロコシであるが、野菜も 400 点程

度調査している。 

 野菜も重要であるが、種類が非常に多いこと及び種子の 70％は、タイ、オセアニ

ア、オランダ、日本等の海外からの輸入であるため、規制は難しい。種子病害につい

ては、そのチェックに手がまわらないという問題があるとのこと。 

 種子の輸入に際しては、ベトナムの植物防疫所が発行した輸入許可証が必要であ

り、少量のサンプルをテストして発行しているが、野菜については、輸入時に輸入許

可証に所定の項目を記載するだけでよく、非常にオープンである。 

     

         種子検査室           トウモロコシの発芽率調査 

iv. 種子の表示制度 

  種子包装への表示制度は、以下の 3種類の表示がある。 
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 QCVN（イネ及びトウモロコシが対象で、種子規則により表示が義務付けられ

ており、センターの種苗検査官による検査が行われる。）、ほ場での均一性及び

種子検査基準を満たしている場合は、袋に基準に合格した旨の CR マークを表

示することができる。 

 

 TCVN（キャベツ、バレイショ、トマト、ダイズ、緑豆、ニガウリ、オクラ、ラ

ッカセイなどの主要野菜で、国の定める基準に基づいて、研修を受けて国から

認定された企業が自主的に調査し、表示するもの） 

 

 TCCS（上記２つの国の基準がない種類について、各企業の内部基準に基づき、

各社が自主的に調査して表示するもの） 

 

v. 種苗会社との協力活動 

 ベトナムの主要な種苗会社を聞いたところ、シンジェンタ、バイオシー、モンサ

ント、バイエル等の名前が挙げられた。種苗会社との協力活動については、センタ

ーのブンタウ試験場において、ニガウリ、トウガラシ、ササゲ、トウガン等の果菜

類の品種を数社から集めて品種比較試験を実施し、収穫期に種苗会社等の関係者を

招いて品種の品評会を実施しているとのこと。 

 また、種苗会社の関係者を対象にした研修として、年に 2 回イネの種子生産コー

スを、年に 1回種子検査のコースを実施している。 

 

vi. その他の情報 

 政府は、来年度種子規則の改正を検討しており、現在、野菜は非常に規制が少な

いが、輸入種子が 70％あり、品種のパフォーマンスや種子の品質が貧弱だという

問題があり、コントロールができていないため、ランダム検査を導入するかもしれ

ないとのことである。 

 ベトナムで最もポピュラーな野菜としては、カンクン（クウシンサイ）、アマラ

ンサス、キャベツ、コールラビ、ササゲ、インゲンマメ、ニンジン、ホウレンソ

ウ、ハクサイ、トマト、トウガラシ等で、最近はマスクメロンも作られている。 

  

 ブンタオ DUS試験場（Vun Tau DUS test station）  

 面積は 6haで、ここでは、PVP 制度のDUS 試験、ナショナルリスト制度の

VCU 試験、遺伝子組換え（GMO）トウモロコシのテストのほか、種苗会社からの

品種適性調査の依頼試験や種苗会社の品種の比較試験（2年に 1回）などを行って

いる。 

 DUS試験については、トウガラシ、ササゲ、ニガウリ及びイネの実施機関とな

っているが、その他にモチトウモロコシ、スイートコーン、アルファルファや緑豆

なども実施したとのこと。DUS 試験の実施点数が少ないため、実施対象種類の拡

大を望んでおり、2013年からイネが追加されたとのこと。 

 ナショナルリスト登録のためのVCU 試験については、現在、イネ（86品種）、

ソルガム（21品種）、サトウキビ（6品種）などが実施されている。VCU 試験は、

国内の条件の異なる 4、5か所の農場で実施される。日本の種苗会社の依頼によ
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り、高糖度ソルガム品種（飼料用）の適性試験を実施中であった。 

        

 

⑤ 種苗関係の全国団体  

 Vietnam Seed Trade Association（VSTA：ベトナム種苗協会）がベトナム唯一の種苗

業界の団体である（別添資料 5参照）。VSTA を訪問し、事務局長の Mr. Nguyen Thanh 

Lam 氏から聴き取りを行った。氏は、国の普及組織の OB で、現在は、種子及び肥料の

代理店を営んでいるとのこと。ここは、組織率も高く、会員企業のコンサルタント業務

として、育成者権の紛争の仲裁、品種の譲渡の仲介をしており、また、種子検査等の研

修の実施、政府への意見書提出、F1品種の輸入統計などの情報の収集・提供などかなり

活発な活動をしており、種苗業界について一定の情報を持っている。 

 同協会の会員数は 130 社で、うち種苗会社は 63 社（48.5％）で、種苗センターが 21

（16％）、海外企業が 11社（8.5％）、個人が 35人（27％）でこれには大学の研究者など

が含まれる。海外の会社には、シンジェンタ、モンサント、バイオシー、バイエル、中国

の会社などが含まれている。ベトナムに拠点がない会社でも入会できる。種苗会社の 63

社のうち、育種を行っているのは 7 社程度で、イネとトウモロコシが主である。海外取

引をしているのは、10 社程度とのこと（Vietnam National Seed Corporation（VINA 

Seed）, Southern Seed Corporation, Thai Binh Seed Company, Nghe An Seed Company, 

Hong Guang Seed Company, Quang Ninh Seed Company, Lao Cai Agriculture, 

Forestry Campany 等）。VINA Seed Joint Stock Companyは、ベトナム No.1 の種苗会

社で、元々は国営企業であったが、現在は、国の資金は無く、海外資金が 6％入ってお

り、本年 6月にベトナムNo.2 の Southern Seed Corporation を買収して子会社化した

とのこと。 

 本調査で訪問したVINO シード（Viet Nong Limited Company）のように、野菜に特

化した育種をやっているベトナムの会社はないかと聞いたところ、他にはないとのこと。

なお、VINOシードは会員ではないとのこと。 

 会員数は、毎年 2、3％増えているとのこと。年会費は 500万ドン（約 25,000 円）。 

 主な活動は以下のとおり。 

 研修会の開催 

植物品種試験センターと協力して、採種技術、種子検査などの研修会を年に 3、4 回

開催 

 生産の会議の共同開催 

科学省主催で、試験研究機関の新品種育成状況とその譲渡状況報告セミナーを開催

した。国の研究所が企業と協力しないで新品種を育成しているため、育成された新

品種が市場で使用されない。そこで、農業農村開発省の品種育成プロジェクトやプ
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ログラムに民間企業の参加を促進するため、ベトナム農業科学院（VAAS: Vietnam 

Academy of Agricultural Sciences）と種苗協会の幹部が検討し、以下の統一見解を

出した。 

 2012－2015 年の品種育成プロジェクトについては、VAAS は種苗協会の会員

企業と協力して、プロジェクトの内容、実施計画、仕事の分担を決める。 

 実施中及び計画中のプロジェクトについては、企業の参加を招請し、賛同を得

た場合は、業務及び予算の分担を共同で検討する。 

 種苗協会は、VAAS の育成品種については、市場性のある品種をリストアップ

し、企業に紹介する。 

上記活動の他、年に 1、2回、その年の種子の生産能力報告会を開催 

 会員のコンサルタント 

会社の権利を守るため、登録品種が生産者に無断に使われた時に、コンサルタント

として、仲介役をする。今までの事例は 30 品種で、イネとトウモロコシとのこと。

協会は品種の譲渡の仲介、品種の許諾の仲介を行うとのこと。 

    

 会員への情報提供 

年に 2 回会報を発行し、ナショナルリストの登録品種、新品種の譲渡状況、F1品種

の輸入状況等を掲載している。  

 政策提言 

法律や規則の改正等に対して、業界としての意見を提出する。 

ベトナムの植物品種保護体制に対する改善項目として、以下の提言をした。 

 政府の予算で作られた新品種は、政府が所有し、社会がその新品種からの収益

を得られるようにすべき。現状では、政府の品種はすぐに企業に売ってしまう

ので、新品種の育成に投資した資金が回収できていない。企業が新品種を買う

ことは禁止しないが、買った品種について、育成者に一定の育成者権使用料を

支払うべき、または、公開による入札で売るべき。 

 未譲渡性の期間を過ぎた品種の PVP 出願については、出願公表しないで出願

者にその旨通知すべき。 

 ナショナルリストに登録するためのVCU 試験については、登録までに 2、3年

かかるが、その間に販売されていた品種は、PVP 出願された場合、未譲渡性は

なくなったものとすべき。 
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 同じ品種が複数の名前で出願された外国系品種があるので、外国系の出願品種

の育成者と未譲渡性については、正確に審査すること。また、外国系の品種を

出願する場合は、当該国の政府機関から育成者と未譲渡性の承認書をとるべき。 

 育成者権の侵害対策として、作物生産局は、PVP 制度に関する研修、セミナー

などを行って、PVP 制度の啓発を行うべき。 

 育成者権の侵害に対しては、権利保持者が自らの権利を守らなければならない

が、育成者権の侵害者に対して差し止め要求をしても侵害者が無視した場合は、

各県の農業局又は種苗協会に報告するようにするべき。 

 ベトナムの種苗会社は零細なので、政府は、民間企業に対し、海外の優秀な品

種を導入するための支援をすべき。 

 各県の種苗センターは、県の農業局の指導により運営されているが、資金不足

のために優秀な品種の導入ができないので、政府と県の農業局からの支援が必

要。 

 作物生産局の PVP のホームページは、登録品種及び出願品種に関する情報が

不足している。情報の整備を図るとともに、新しい情報に更新すべき。また、

作物生産局は、PVP 制度の普及のための研修、セミナーなどを開催すべき。 

 政府と企業が共同で資金を出して開発した品種については、政府の機関がその

品種の権利分担や育成者がだれかについて決めるべき。 

 

 意見交換で、会員の中に採種を主に行っている会社は少なく、採種を受託している会

社もほとんどないとのこと。Southern Seed が日本輸出用のオクラを受託しているとの

こと。国内採種は、伝統的な野菜や地方品種に限られ、F1品種など、高品質なものは

輸入しているとのこと。ベトナム種子産業の課題については、野菜と果樹の育種技術は

良くないこととのことであった。 

   

 

⑥ 県の野菜関係政策：ハノイ北西部Vinh Phuc 県農業農村開発局 

 Vinc Phuc県は、ハノイ近郊の工業地帯であるが、中国国境に近く、輸出用野菜が生産さ

れており、巨大市場がある。県における野菜の生産振興について調査するため、Vinh Phuc

県の農業農村開発局（DARD）を訪問し、肥料・作物栽培担当副局長のMr. Le Guang Dung

氏から聴き取りを行った。同氏は、元県の種苗センター長であり、種苗行政の専門家である。 
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(a) Vinh Phuc 県の野菜生産状況 

 野菜生産面積は、9,000ha で、カボチャが一番多く 1,500ha、キュウリ 300ha、ハヤト

ウリ 300ha、バレイショ 200ha、その他コールラビ、キャベツなどのアブラナ科葉菜類が

200ha等である。葉菜類から日持ちする果菜類に切り替わってきた。生産物は、トウタン

の卸売市場に出荷し、ほとんどが中国雲南省向けであるが一部国内にも出している。トウ

タン市場は、大規模市場でアジア開発銀行の資金で 200haに拡大する計画がある。ハヤト

ウリは中国の会社の倉庫があり、10トン集まると中国に送っている。 

  

(b) 野菜開発プロジェクト 

 Vinh Phuc 県は、2009 から 2015 年の国の安全野菜開発プロジェクトの一つに指定さ

れており、野菜栽培に力を入れてきた。 

 

(c) 種苗供給 

 県の奨励品種は、イネとトウモロコシについては、特定の品種を奨励しているが、野菜

については、農家が自分で選定している。これらの種子は、中国とタイから輸入して、農

家は使っている。一農家あたりの栽培面積が狭く、栽培管理や生産物の規格などが統一さ

れていない。育苗はしているが、採種産地はないとのこと。 

 県の種苗センターでは、イネの採種のみで野菜は行っていない。センターのほ場は 40ha

あり、土壌条件も良いので、将来的には野菜のハイテク栽培もできるのではないかとのこ

と。一般的にどの県でもイネの採種だけであるとのこと。 

 以前は葉菜類が半分で、日持ちしないため収穫後の保管が困難なため、6 年間補助金を

出して、果菜類の奨励をし、その時は、種苗会社から種子を提供してもらい、農場で試験

栽培して特性を調査して品種を選択したとのこと。日本の野菜品種を試作リストに入れて

もらうには、どのようにアプローチしたらよいか聞いたところ、DARD に来ていただき、

品種の紹介をしてもらい DARD経由で手続きすれば、特性の調査ができるとのこと。 

 日持ちするキャベツや葉菜類については、是非紹介して欲しいとのこと。農家にその品

種が良いという証拠を示せば、栽培するだろうとのことであった。 

 

(d) 生産物の輸出 

 ほとんどが中国の雲南省向けで、中国の基準に基づいて輸出しているので、中国よりも

基準が高い国に輸出するのは難しく、日本は基準が高いので輸出していないとのこと。 

 野菜の生産農家はトウタンの市場に生産物を持っていき、中国人ブローカーに買い取っ
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てもらう。中国への輸出については、税関が数量を把握できていない。品目としては、ハ

ヤトウリ、カボチャが多いが、葉菜類もある。 

 ブランド化については、県の科学技術局がブランドの登録をしており、ハヤトウリの「タ

ムダオ」、葉菜類の「ファンリバー」、農協の葉菜類の「サオマオ」が登録されており、ブ

ランドを登録するには、DARD の指導により、GAP を取得すればよいとのこと。登録は

3 年間有効で、市場で高値で販売できる。県の野菜生産面積 9,000ha の内、200ha がGAP

を取得している。本県は工業化により、農業面積、農業者の減少が進んでおり、ブランド

の品質維持ができるか心配しているとのこと。  

 

⑦ 野菜の研究開発 

(a) 野菜果樹研究所(FAVRI：Fruit and Vegetable Research Institute)（別添資料 6参照） 

野菜に関する公的研究機関としては、国立の野菜果樹研究所が唯一の機関である。 

 野菜果樹研究所を訪問し、副所長の Dr. Dang Van Dong 氏、国際協力部長のMs. 

Nguyen Tuem Minh 氏、野菜部長のDr. Ngo Thi Hanh 氏、果樹部長の Dr. Vu Viet 

Hung 氏、花き部長の Dr. Dinh Thi Dinh 氏、他 6名から、聴き取りを行った。 

 

i.  組織 

 FAVRIは、ベトナム農業科学会議の 18機関の１つであり、278 名の職員を擁する国

立研究機関である。野菜及び香辛料、果樹、バイオテクノロジー、ポストハーベスト技

術、果樹及び野菜の品質評価、経済及びマーケティングに関する研究部門がある。管理

部門には、科学管理（Science management）及び国際協力、総務・人事、財務・経理

部門があり、支所として、園芸研究所、カンキツ研究所、花き研究所があり、その他

に、園芸生産物に関するコンサルテーション、投資及び商品開発のための会社

（CIDHOP Co. Ltd.）がある。 

 

ii.  主な研究成果 

 新品種の開発 

 この 10 年間の成果としては、果樹 17、野菜 24及び花き 17の計 58品種を育成し

た。野菜では、病害抵抗性の F1トマト、炭素病抵抗性トウガラシ、べと病及びうど

んこ病抵抗性 F1キュウリ、多収性短果キュウリ、べと病及びうどんこ病抵抗性 F1レ

イシ（ニガウリ）、病虫害抵抗性ダイズ（枝豆用）などを育成した。 

 ベトナムの種苗会社の調査では、FAVRI 及びベトナムの大学が育成した野菜品種の

中には、購入したい品種がなかったとのことであった。 
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